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(57)【要約】
【課題】　クレンジングの製剤成分や洗浄料の製剤成分中でも安定であり、且つ、擦過な
どの化粧動作にも安定である、有効成分の皮膚内への輸送手段を提供する。　
【解決手段】　前記輸送手段として、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンと、セラ
ミド及び／又はステロールとを含有する脂質二重膜構造の外殻を有するベシクルである化
粧料用小球体を提供する。該ステロールは、コレステロール及び／又はフィトステロール
であることが好ましい。更に、前記化粧料用小球体に、ε，γ－グルタミルリジン、オウ
レン抽出物、ノコギリソウ抽出物、オトギリソウ抽出物、チョウジ抽出物、ウルソール酸
類、ポンカン抽出物及びスフィンゴ糖脂質からなる群から選択される有効成分を含有させ
ることが好ましい。更に、前記化粧料用小球体を含有させた化粧料を提供する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
界面活性の高い化粧料に配合すべき小球体であって、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）
リジンと、セラミド及び／又はステロールとを含有する脂質二重膜構造の外殻を有するベ
シクルであることを特徴とする化粧料用小球体。
【請求項２】
前記ステロールは、コレステロール及び／又はフィトステロールである、請求項１に記載
の化粧料用小球体。
【請求項３】
ε，γ－グルタミルリジン、オウレン抽出物、ノコギリソウ抽出物、オトギリソウ抽出物
、チョウジ抽出物、ウルソール酸類、ポンカン抽出物及びスフィンゴ糖脂質からなる群か
ら選択される有効成分を含有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の化粧料用小
球体。
【請求項４】
前記界面活性の高い化粧料は、クレンジング化粧料又は水性洗浄料であることを特徴とす
る、請求項１～３何れか１項に記載の化粧料用小球体。
【請求項５】
請求項１～４何れか１項に記載の化粧料用小球体を含有してなる化粧料。
【請求項６】
前記化粧料は、クレンジング化粧料又は水性洗浄料であることを特徴とする、請求項５に
記載の化粧料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料用に有用な小球体及びそれを含有する化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クレンジング化粧料や水性洗浄料は、化粧料の有している界面活性能力を利用し、皮膚
に付着している汚れを分散媒体中へ分散せしめ、皮膚より離脱せしめる機能を有する。前
記分散媒体は、クレンジング化粧料であれば、クレンジング化粧料が含有する油相であり
、水性洗浄料では、温水などの洗浄に用いる液体となっている。かかる化粧料は何れも化
粧料組成物自体の界面活性能力が高いために、有効成分などを含有させた場合には、化粧
料中に保持され皮膚への配向が阻害される場合が少なくなかった。又、この様な皮膚への
配向性を高めるためには、リポソームなどの輸送媒体等が利用されるが（例えば、特許文
献１を参照）、リポソームなどを利用しても、化粧料成分により崩壊し、目的とした効果
が得られない場合も少なからず存した。その一方で、クレンジングや洗浄は、媒体中へ汚
れを分散せしめるために、擦過等の物理的処置を伴うので、この様な物理的な処置による
輸送媒体の崩壊もネガチブな要因となっている。即ち、クレンジングや洗浄料などの処方
構成、使用態様の元でも有効成分を確実に皮膚へ配向させる手段の開発が望まれていた。
【０００３】
　ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンは保湿剤或いは界面活性剤として浴用剤や洗
浄料に含有させる技術が知られている（例えば、特許文献２を参照）が、ベシクルを形成
させる特性が存することも、かかる成分が含有されるベシクルがクレンジングの製剤成分
や洗浄料の製剤成分中でも安定であり、且つ、擦過などの化粧動作にも安定でありながら
、皮膚内への有効成分の輸送性に優れることは全く知られていなかった。
【０００４】
　一方、セラミドやフィトステロールをリン脂質とともにリポソームの作成に用いること
は既に知られているが（例えば、特許文献３、特許文献４を参照）、ビス（Ｎ－ラウロイ
ルグルタミル）リジンとともにベシクルに加工する技術は全く知られていないし、かかる
成分が含有されるベシクルがクレンジングの製剤成分や洗浄料の製剤成分中でも安定であ
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り、且つ、擦過などの化粧動作にも安定でありながら、皮膚内への有効成分の輸送性に優
れることは全く知られていなかった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２３８３７８号公報
【特許文献２】特開２００７－１９１４６３号公報
【特許文献３】特開２００６－３２８０２６号公報
【特許文献４】特開平０８－４０８２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、クレンジングの製剤成分や洗浄料の製
剤成分中でも安定であり、且つ、擦過などの化粧動作にも安定である、有効成分の皮膚内
への輸送手段を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、クレンジングの製剤成分や洗浄料の製剤成分中
でも安定であり、且つ、擦過などの化粧動作にも安定である、有効成分の皮膚内への輸送
手段を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、界面活性の高い化粧料に配合すべき小球体で
あって、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンと、セラミド及び／又はステロールと
を含有する脂質二重膜構造の外殻を有するベシクルがその様な特性を有する輸送担体であ
ることを見出し、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は、以下に示す通りである。
＜１＞界面活性の高い化粧料に配合すべき小球体であって、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタ
ミル）リジンと、セラミド及び／又はステロールとを含有する脂質二重膜構造の外殻を有
するベシクルであることを特徴とする化粧料用小球体。
＜２＞前記ステロールは、コレステロール及び／又はフィトステロールである、＜１＞に
記載の化粧料用小球体。
＜３＞ε，γ－グルタミルリジン、オウレン抽出物、ノコギリソウ抽出物、オトギリソウ
抽出物、チョウジ抽出物、ウルソール酸類、ポンカン抽出物及びスフィンゴ糖脂質からな
る群から選択される有効成分を含有することを特徴とする、＜１＞又は＜２＞に記載の化
粧料用小球体。
＜４＞前記界面活性の高い化粧料は、クレンジング化粧料又は水性洗浄料であることを特
徴とする、＜１＞～＜３＞何れか１項に記載の化粧料用小球体。
＜５＞＜１＞～＜４＞何れか１項に記載の化粧料用小球体を含有してなる化粧料。
＜６＞前記化粧料は、クレンジング化粧料又は水性洗浄料であることを特徴とする、＜５
＞に記載の化粧料。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、クレンジングの製剤成分や洗浄料の製剤成分中でも安定であり、且つ
、擦過などの化粧動作にも安定である、有効成分の皮膚内への輸送手段を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（１）本発明のベシクル
　本発明のベシクルは、化粧料用の小球体であって、界面活性の高い化粧料に配合すべき
小球体であって、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンと、セラミド及び／又はステ
ロールとを含有する脂質二重膜構造の外殻を有することを特徴とする。
【００１０】
　ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンは、グルタミン酸にラウロイルクロリドを反
応させ、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸となし、このものとリジンとをＤＣＣの様なペプチ
ド合成試薬を用いて縮合することにより得ることが出来る。又、かかる成分については、
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既に化粧料用の原料として市販されているものが存し、かかる市販品を利用することが出
来る。好ましい市販品としては、例えば、旭化成ケミカルズから販売されている「ペリセ
ア（登録商標）Ｌ－３０」（ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジン）等が存する。か
かる成分は、ベシクル中に１～２０質量％含有することが好ましく、２～１０質量％含有
することがより好ましい。この範囲を外れるとベシクルを形成しない場合が存する。
【００１１】
　セラミドとしては、セラミド・タイプ１～セラミド・タイプ７の何れもが使用可能であ
るが、セラミド・タイプ２乃至はセラミド・タイプ３が市販されており、かかる市販品を
利用することが好ましい。セラミド・タイプ２の市販品としては、「セラミドＴＩＣ－０
０１」（高砂香料工業株式会社製）、セラミド・タイプ３としては「セラミドＩＩＩ」（
コスモファーム社製）等が好ましく例示できる。その他のタイプのセラミドの市販品とし
ては、例えば、コスモファーム社製の「Ｃｅｒａｍｉｄｅ １」（セラミド １）、「Ｃｅ
ｒａｍｉｄｅ ＩＩＩＢ」（セラミド ３）、「Ｃｅｒａｍｉｄｅ ＶＩ」（セラミド ６）
等が好ましく例示できる。かかる成分は、ベシクル中に０．１～１０質量％含有されるこ
とが好ましく、０．５～５質量％であることがより好ましい。又、かかる成分の含有量は
、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンと同量乃至は１／５質量倍であることが好ま
しい。この範囲を外れるとベシクルを形成しない場合が存する。
【００１２】
　フィトステロールとしては、一般的にフィトステロール（植物性ステロール）に分類さ
れるものであれば、使用でき、構成成分として、カンペステロール、シトステロール、ス
ティグマスタノール等を含有するものが好ましく例示できる。かかる成分は、穀物の胚芽
などを有機溶剤で抽出し、水溶性部分を除去することにより得ることが出来るが、既に市
販されているものを購入して利用することが出来る。この様な市販品としては、例えば、
「フィトステロールＳ」（生化学工業株式会社製）等が好ましく例示できる。かかる成分
は、ベシクル中に０．１～１０質量％含有されることが好ましく、０．５～５質量％であ
ることがより好ましい。又、かかる成分の含有量は、ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）
リジンと同量乃至は１／５質量倍であることが好ましい。フィトステロールとセラミドの
質量比は、１：２～２：１が好ましい。この範囲を外れるとベシクルを形成しない場合が
存する。
【００１３】
　これらの成分、内包する成分、例えば、次に示す有効成分、セイヨウノコギリソウ等の
ノコギリソウ抽出物、オトギリソウ抽出物、オウゴン抽出物、オウレン抽出物、ジュ抽出
物、クジン抽出物、チョウジ抽出物、ポンカン抽出物、ミカン抽出物などの生薬抽出物、
、好ましくは、オウレン抽出物、ノコギリソウ抽出物、オトギリソウ抽出物、チョウジ抽
出物及びポンカン抽出物から選択されるもの、アスコルビン酸、アスコルビン酸リン酸エ
ステル、アスコルビン酸グルコシドのようなアスコルビン酸配糖体、４－アルキルレゾル
シノール、アルブチン、トラネキサム酸乃至はそのメチルアミドのような誘導体、或いは
これらの塩に代表される美白剤、、ウルソール酸、ウルソール酸ベンジル、ウルソール酸
オレイルなどのウルソール酸エステル、好ましくは、ウルソール酸ベンジル、スフィンゴ
リン脂質、スフィンゴ糖脂質、スフィンゴシンなどのスフィンゴ類、好ましくはスフィン
ゴ糖脂質、或いは、有効成分以外の成分として、水や１，３－ブタンジオール、１，２－
ペンタンジオール、グリセリンなどの多価アルコールなど内水相を構成する成分、高級ア
ルコールや非イオン界面活性剤などの隔壁特性を調整する成分などを常法に従って処理す
ることにより、本発明のベシクルは調整することが出来る。具体的な処理方法としては、
粗乳化した後、エクストルーダーやマイクロフルイダイザーなどを用いて整粒し、調整す
ることが好ましく例示できる。斯くして得られたベシクルのクレンジング乃至は洗浄料に
おける好ましい含有量は、化粧料全量に対し、０．００５～１０質量％が好ましく、より
好ましくは、０．０５～５質量％である。
【００１４】
（２）本発明の化粧料
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　本発明の化粧料は、前記ベシクルを含有することを特徴とする。この様な形態を採用す
ることにより、ベシクル内に内包した有効成分を皮膚中へと効果的に配向させ、その有効
性を高めることが出来る。又、本発明のベシクルを利用することにより、リン脂質を利用
したリポソーム等の輸送小球体と異なり、化粧料の製剤成分により、輸送小球体が崩壊す
る蓋然性が極めて低く、この為、溶剤効果の高い油剤を含有するクレンジング料や、界面
活性が極めて高い洗浄料に適用することが出来る。この類い希な点で、クレンジング料や
水性洗浄料が好ましい実施形態となる。
【００１５】
　本発明の化粧料に於いては、前記成分以外に、化粧料に於いて通常用いられる成分を任
意に含有させることが出来る。この様な成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、ア
ボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、
綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、
硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、
還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン、ス
クワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリ
スタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリス
チン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類；セ
チルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級
アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘ
キシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セ
チル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカ
プリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２
－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、
トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタン
エリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロ
キサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オクタメチルシクロテトラ
シロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサ
ン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサ
ン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等
のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナト
リウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のア
ニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、
ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリン系両性界面活性剤（
２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナト
リウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタ
イン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エステル類（
ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（
モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステア
リン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、
ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン
酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソル
ビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモ
ノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレー
ト、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシ
ルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等
）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシル
テトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（Ｐ
ＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等
の非イオン界面活性剤類；ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミン酸）リジン等のアシル（ポリ
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）アミノ酸及び／又はその塩；ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレン
グリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレン
グリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－
ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オ
クタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナ
トリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合
成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム
、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸
化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を処理され
ていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レーキ化され
ていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄
色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄
色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の
有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシ
ロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アントラニ
ル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤、；桂皮酸系紫外線吸収剤、；ベンゾフ
ェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチ
ルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン
等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミンＡ
又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオ
クタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導
体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、
ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パ
ンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤な
どが好ましく例示できる。かかる成分と、前記の必須の成分とを常法に従って処理するこ
とにより、本発明の化粧料は製造できる。
【００１６】
　以下に、実施例を挙げて、更に詳細に本発明について説明を加える。
【実施例１】
【００１７】
　以下に示す処方に従って、本発明の洗浄用の皮膚外用剤である、クレンジング化粧料を
作成した。即ち、イ、ロの成分を８０℃に加温し、イに徐々にロを加え粗ベシクルを作成
し、これをエクストルーダーで処理し、ベシクル分散液１を得た。ベシクルであることは
偏光顕微鏡により、脂質二重膜構造の存在から確認した。別途、ハ、ニをそれぞれ８０℃
に加温し、ハ、ニ、ホを８０℃に温度調整した後、ハに攪拌下ニの成分を加えて乳化し、
更にホを加え中和し、攪拌冷却を行った。温度が５０℃になったところでへのベシクル分
散液１を加え、３０℃まで攪拌冷却し、クレンジング化粧料１を得た。ベシクル分散液の
ビス（Ｎ－ラウロイルグルタミル）リジンを水添レシチンに置換してリポソーム分散液１
を作成し、同様に処理して、比較例１を作成した。
【００１８】
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【表１】

【００１９】
＜試験例１＞
　ベシクル分散液１を水で１００倍希釈し、標準液とし、クレンジング化粧料１、比較例
１を４０℃で１ヶ月保存し、リボフラビンをマーカーとして、顕微鏡下、標準液を対照と
してベシクルの計数を行い、検体のベシクルの観察個数／標準液のベシクルの観察個数×
１００で表されるベシクル維持率（％）を求めた。結果を表２に示す。斯くの如くに、リ
ポソームはクレンジングのような溶剤成分の多い製剤系では、二重膜構造が崩壊し、個数
が減じるのに対し、本願発明のベシクルは個数が安定に維持されていることがわかる。
【００２０】
【表２】

【実施例２】
【００２１】
　以下に示す処方に従って、本発明の洗浄用の皮膚外用剤である、クレンジング化粧料を
作成した。即ち、イ、ロの成分を８０℃に加温し、イに徐々にロを加え粗ベシクルを作成
し、これをエクストルーダーで処理し、ベシクル分散液２を得た。ベシクルであることは
偏光顕微鏡により、脂質二重膜構造の存在から確認した。別途、ハ、ニをそれぞれ８０℃
に加温し、ハ、ニ、ホを８０℃に温度調整した後、ハに攪拌下ニの成分を加えて乳化し、
更にホを加え中和し、攪拌冷却を行った。温度が５０℃になったところでへのベシクル分
散液２を加え、３０℃まで攪拌冷却し、クレンジング化粧料２を得た。このものの、実施
例１の手法で求めた、ベシクル維持率は９７%
であった。
【００２２】
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【表３】

【実施例３】
【００２３】
　以下に示す処方に従って、本発明の洗浄用の皮膚外用剤である、クレンジング化粧料を
作成した。即ち、イ、ロの成分を８０℃に加温し、イに徐々にロを加え粗ベシクルを作成
し、これをエクストルーダーで処理し、ベシクル分散液３を得た。ベシクルであることは
偏光顕微鏡により、脂質二重膜構造の存在から確認した。別途、ハ、ニをそれぞれ８０℃
に加温し、ハ、ニ、ホを８０℃に温度調整した後、ハに攪拌下ニの成分を加えて乳化し、
更にホを加え中和し、攪拌冷却を行った。温度が５０℃になったところでへのベシクル分
散液３を加え、３０℃まで攪拌冷却し、クレンジング化粧料３を得た。このものの、実施
例１の手法で求めた、ベシクル維持率は９８%であった。
【００２４】
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【表４】

【実施例４】
【００２５】
　以下に示す処方に従って、本発明の化粧料である、水性洗浄化粧料を作成した。即ち、
イ、ロの成分を８０℃に加温し、イに徐々にロを加え粗ベシクルを作成し、これをエクス
トルーダーで処理し、ベシクル分散液１を得た。ベシクルであることは偏光顕微鏡により
、脂質二重膜構造の存在から確認した。別途、ハ、ニをそれぞれ８０℃に加温し、ハを真
空乳化釜に仕込み、８０℃に温度調整した後、攪拌下ニの成分を加えて中和し、真空で攪
拌冷却を行った。温度が５０℃になったところでホのベシクル分散液１を加え、３０℃ま
で攪拌冷却し、水性洗浄化粧料５を得た。ベシクル分散液のビス（Ｎ－ラウロイルグルタ
ミル）リジンを水添レシチンに置換してリポソーム分散液１を作成し、同様に処理して、
比較例２を作成した。このものを試験例１の要領で評価した。結果を表６に示す。これよ
り、本発明のベシクルは安定性に優れることがわかる。
【００２６】
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【表５】

【００２７】
【表６】

【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明は、クレンジング化粧料等の化粧料に応用できる。
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